
北陸支部

[件　　名]  吊金車回収作業中、落下した吊金車が背中にあたり受傷

[作業内容]  吊金車回収

[発生状況]  　被災者（作業班長）は、８時４０分から作業班長以下計６名で№●●鉄塔で、

吊金車回収作業に従事しており、通い綱で荷下ろししている作業員を監視していた。

９時２５分頃、上線の小ロープ（高さ43m）に掛けていた吊金車（3.2kg）の一つが

外れ落下した。落下した吊金車は一度鉄塔部材（高さ5m）に当たったため方向が

変わり、被災者の背中に当たり受傷した。

[被災程度]  休業7日以上（右第10,11肋骨骨折）

[被災者の服装]　作業服、雨合羽

[防、保護具の使用状態]  ヘルメット、革手袋、安全長靴

[災害発生要因]

1.作業員は吊金車が小ロープに正規の状態で止まっていることを確認しなかった。

2.作業員は吊金車ハンガーがタワーホームと接触して圧迫された状態となっていたが、そのまま

　作業を続けた。

3.吊金車ハンガーは補助フックのみで取付できる構造であった。

4.落下した資機材が鉄塔に接触し、方向が変わり危険区域表示区画外の被災者に当たった。

[再発防止対策]

1.｢知｣｢伝｣｢確｣｢止｣の周知･徹底(継続)

　･現場責任者は今回の事例を基に乗込教育時に、塔上で吊金車ハンガー等を仮止めする際は、

   落下する恐れがないよう固定状態等を確認することを全作業員に教育する。　

　･現場責任者は今回の事例を基に乗込教育時に、本事象の吊金車ハンガーを使用する際は、

　 タワーホーム等とのとの接触による予期せぬ荷重により、落下しないように注意することを

　 全作業員に教育する。

2.吊金車ハンガーの構造変更

　･今回事象の吊金車ハンガーを使用する際は、補助フックのみにロープが入らない様に構造

変更する。

3.危険区域表示区画の設定範囲の拡大

　･塔上作業時は、鉄塔周囲を囲むこととする。ただし、設備停止（片側）作業時等で、明らか

　 に資機材の落下のおそれのない範囲は除外することができる。また、防護措置を講じる場合

   はその範囲を除外することができる。

（注）1.　「人身災害報告要領」に基づいて記載するものとし、「工事の種類」「災害の種類」「原因」

については該当項目に○印を付ける。

　　　2.  災害状況の説明と共になるべく図面を添付すること（様式－2）。特に感電の場合は支持物、

電線の離隔距離その他寸法を記入する。
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作業安全 ４つのỿーワード 

 

 

 

・ 作業ﾙｰﾙ，現場・現物・現実，作

業員の技量，失敗事例等を把握 

 

 

 

 

 ・ 停電範囲，接地箇所，作業内容・

分担・手順，危険要因を伝える 

 

 

 

 

・ 自分の安全，ルール遵守を確認 

 

 

  

・ トラブル発生時は，一旦作業 

を止めてホウレンソウ！ 

 

「知る」：現場，ﾙｰﾙ，技量を知る 

「伝える」：危険要因を伝える 

「確認する」：手順遵守を確認する 

「止める」：想定外の事象で一呼吸 



[発生状況概要図・写真]

[吊金車ハンガーの構造変更]

構造変更前 構造変更後

誤って固定可能

[危険区域表示区画の設定範囲の拡大]

（様式－2）
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